
 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者各位 

 

～みんなで感謝の総点検 

      笑顔で迎える 年末年始～ 

平成 30年度年末年始無災害運動 安全パトロールを実施します 

 

千葉労働局（局長 高橋
たかはし

秀
ひで

誠
のり

）は、平成 30 年 12 月 15 日から平成 31 年 1 月 15 日までの間、

年末年始無災害運動（実施要領：別添）を展開し、この運動の一環として、下記の２事業場を

対象として、千葉県産業安全衛生会議構成機関と共に安全パトロールを実施しますので、その

概要をお知らせします。 

 

【照会先】 
 千葉労働局 労働基準部 健康安全課 

課 長  北村 明典 
主任安全専門官  渡邉 秀明 
課 長 補 佐  菰田 清之 
電話 043-221-4312 

１実施年月日及び時間 

平成 30年 12月 13日（木） 13：30～16：00 

２パトロール現場 

（1）名 称：JFEスチール株式会社東日本製鉄所 

所在地：千葉市中央区川崎町 1番地 

（2）名 称：株式会社クボタ 京葉工場 

所在地：船橋市栄町２丁目１６番１号 

３安全パトロールの編成 

（1）千葉労働局 高橋局長外 11名 

（2）千葉労働局 中山労働基準部長外 11名 

４参考資料等 

（1）添付資料 
 ①平成 30年度年末年始無災害運動 安全パトロール実施要領 A・B 
②平成 30年度年末年始無災害運動実施要領 
③平成 30年業種別死亡災害発生状況（平成 30年 10月 31日現在） 
④平成 30年業種別労働災害発生状況（休業 4日以上） 

（2）その他 
    当日、同行取材を希望される場合は、12月 7日（金）までに上記千葉労働局労働基準

部健康安全課（菰田、渡邉）あて、ご連絡いただきますようお願いします。 

    なお、当日の撮影等については、事業場の指示に従っていただきますので、予めご了
承ください。 
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平成 30年度 年末・年始無災害運動 安全パトロール実施要領Ａ 

 

主催   千葉労働局、千葉県産業安全衛生会議 

日時   平成 30年 12月 13日（木）13：30 ～16：30 

１ 目的 

 県内の事業場や労働者の方々に、第 48 回年末年始無災害運動実施要領（別紙参照）に

則った労働災害防止対策の徹底を喚起することを目的に、局署職員が千葉県産業安全衛生

会議を構成する機関とともに、現場に赴き、合同安全パトロールを実施する。 

２ 実施者 

千葉労働局：高橋局長、北村健康安全課長外２名 

千葉労働基準監督署：堀内署長、菊池安全衛生課長 

千葉県産業安全衛生会議構成機関（下記機関のうち５～６機関） 

（公社）千葉県労働基準協会連合会、建設業労働災害防止協会千葉県支部、陸上貨物運送

事業労働災害防止協会千葉県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会千葉総支部、林業

木材製造業労働災害防止協会千葉県支部、（一社）日本ボイラ協会千葉支部、（一社）日

本クレーン協会千葉支部、（公社）ボイラ・クレーン安全協会千葉事務所、千葉産業保健

総合支援センター、千葉県、（一社）千葉県経営者協会、千葉県中小企業団体中央会、日

本労働組合総連合会、東日本旅客鉄道株式会社、（公社）建設荷役車両安全技術協会千葉

県支部、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会千葉支部 

３ パトロール行程 

13：15    千葉労働局出発 

13：30頃   JFEスチール㈱東日本製鉄所到着 

13：30    進行、パトロール目的説明 

・ 所長挨拶 

・ 局長挨拶 

・ 事業場概要説明（JFEスチール） 

・ パトロール行程の説明 

14：00    パトロール開始 

         ↓ 

16：00    パトロール終了 

16：10    質疑応答 

16：20    パトロール講評（堀内署長） 

16：30    JFEスチール㈱東日本製鉄所出発 

４ その他 

（1） パトロール実施者の服装は、ヘルメット、作業服、安全帯（ハーネス型）、軍手、保

護メガネ、安全靴長靴又は短靴及び脚絆となります。 

（2） 当日、同行取材を希望される場合は、12月７日（金）までに千葉労働局労働基準部

健康安全課（菰田、渡邉）あて、ご連絡いただきますようお願いします。 

（3） 撮影等については、事業場の指示に従っていただきますので、予めご了承ください。 



 

平成 30年度 年末・年始無災害運動 安全パトロール実施要領 B 

 

主催   千葉労働局、千葉県産業安全衛生会議 

日時   平成 30年 12月 13日（木）13：30 ～16：00 

１ 目的 

 県内の事業場や労働者の方々に、第 48 回年末年始無災害運動実施要領（別紙参照）に

則った労働災害防止対策の徹底を喚起することを目的に、局署職員が千葉県産業安全衛生

会議を構成する機関とともに、現場に赴き、合同安全パトロールを実施する。 

２ 実施者 

千葉労働局：中山基準部長、渡邉主任外 2名 

船橋労働基準監督署：松崎署長、石井安全衛生課長 

千葉県産業安全衛生会議構成機関（下記機関のうち５～６機関） 

（公社）千葉県労働基準協会連合会、建設業労働災害防止協会千葉県支部、陸上貨物運送

事業労働災害防止協会千葉県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会千葉総支部、林業

木材製造業労働災害防止協会千葉県支部、（一社）日本ボイラ協会千葉支部、（一社）日

本クレーン協会千葉支部、（公社）ボイラ・クレーン安全協会千葉事務所、千葉産業保健

総合支援センター、千葉県、（一社）千葉県経営者協会、千葉県中小企業団体中央会、日

本労働組合総連合会、東日本旅客鉄道株式会社、（公社）建設荷役車両安全技術協会千葉

県支部、（一社）日本労働安全衛生コンサルタント会千葉支部 

３ パトロール行程 

12：45    千葉労働局出発 

13：30頃   (株)クボタ京葉工場到着 

13：30    進行、パトロール目的説明 

・ 工場長挨拶 

・ 基準部長挨拶 

・ 事業場概要説明（クボタ） 

・ パトロール行程の説明 

14：00    パトロール開始 

         ↓ 

15：30    パトロール終了 

15：40    質疑応答 

15：50    パトロール講評（松崎署長） 

16：00    (株)クボタ京葉工場出発 

４ その他 

（1） パトロール実施者の服装は、ヘルメット、作業服、軍手、保護メガネ、安全靴とな

ります。 

（2） 当日、同行取材を希望される場合は、12月７日（金）までに千葉労働局労働基準部

健康安全課（菰田、渡邉）あて、ご連絡いただきますようお願いします。 

（3） 撮影等については、事業場の指示に従っていただきますので、予めご了承ください。 



平成 平成 平成 平成 平成 平成29年 平成30年 対 同 期 増 減 率

25年 26年 27年 28年 29年 同　期 H30.10.31 増  減 ％

食料品製造業 1 1 2 2 -2 -100.0

繊維･繊維製品製造業

木材･木製品･家具製造業 1

紙製造･印刷製本業

化学工業 5 1 2 1 1 1 -1 -100.0

窯業･土石製品製造業 1 1 1 3 2 200.0

鉄鋼･非鉄金属製造業 1 4 2 3 1 1

金属製品製造業 1 3 3 1 1

一般機械器具製造業 2 2 -2 -100.0

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業 1 2 1 1

電気･ガス･水道業 1

その他の製造業 1 2 1 2 2 2

      小           計 9 11 11 7 8 8 8

1 1 1 1 -1 -100.0

土木工事業 2 5 5 3 4 4 2 -2 -50.0

建築工事業 11 11 7 3 4 4 4

（木造家屋建設業／内数） (2) -(3) (1) (1)

その他の建設業 4 8 3 6 2 2 2

      小           計 17 24 15 12 10 10 8 -2 -20.0

運輸交通業 1 2 2 -2 -100.0

陸上貨物運送業 9 4 4 6 7 5 2 -3 -60.0

港湾荷役業 2 1

      小           計 9 6 5 7 9 7 2 -5 -71.4

卸売業 2 1 1 -1 -100.0

小売業 1 3 2 3 2 2

医療保健業 1 1

旅館業

飲食店 1 1

ゴルフ場の事業 1 1 -1 -100.0

清掃･と畜業 1 3 3 1 2 1 2 1 100.0

（ビルメンテナンス業／内数） (1) (1) (1) (1) 1

上記以外の事業 8 4 6 7 7 5 1 -4 -80.0

      小           計 12 11 10 10 15 9 5 -4 -44.4

合                 計 48 53 41 36 43 35 23 -12 -34.3

製
 
 

造
 
 

業

                平成３０年業種別死亡災害発生状況　　(平成30年10月31日現在）

千葉労働局

漁  業

鉱  業

建
 

設
 

業

取
扱
事
業

運
輸
貨
物

林  業

　　　　２．陸上貨物運送業には道路貨物運送業および陸上貨物取扱業を含む。

  ※   １．毎年の確定は翌年３月末日（年度末）とする。
　　　　　【平成30年分は平成31年３月31日をもって確定とする】

そ
の
他
の
事
業



344 324 -20 -5.8% 225 283 58 25.8%

6 5 -1 -16.7% 3 5 2 66.7%

42 33 -9 -21.4% 22 16 -6 -27.3%

29 29 0 0.0% 22 22 0 0.0%

76 69 -7 -9.2% 50 57 7 14.0%

45 45 0 0.0% 38 36 -2 -5.3%

40 37 -3 -7.5% 29 27 -2 -6.9%

209 188 -21 -10.0% 119 145 26 21.8%

44 38 -6 -13.6% 33 21 -12 -36.4%

21 15 -6 -28.6% 13 10 -3 -23.1%

27 18 -9 -33.3% 16 18 2 12.5%

8 10 2 25.0% 5 8 3 60.0%

78 93 15 19.2% 61 81 20 32.8%

969 904 -65 -6.7% 636 729 93 14.6%

3 4 1 33.3% 3 3 0 0.0%

138 128 -10 -7.2% 92 102 10 10.9%

295 296 1 0.3% 202 184 -18 -8.9%

68 57 -11 -16.2% 37 24 -13 -35.1%

125 168 43 34.4% 111 88 -23 -20.7%

558 592 34 6.1% 405 374 -31 -7.7%

177 157 -20 -11.3% 123 102 -21 -17.1%

801 830 29 3.6% 585 648 63 10.8%

7 10 3 42.9% 7 4 -3 -42.9%

985 997 12 1.2% 715 754 39 5.5%

10 4 -6 -60.0% 3 5 2 66.7%

4 10 6 150.0% 7 8 1 14.3%

86 100 14 16.3% 73 80 7 9.6%

621 596 -25 -4.0% 423 438 15 3.5%

109 128 19 17.4% 83 77 -6 -7.2%

327 367 40 12.2% 228 243 15 6.6%

118 106 -12 -10.2% 73 117 44 60.3%

41 66 25 61.0% 51 39 -12 -23.5%

246 211 -35 -14.2% 149 136 -13 -8.7%

92 96 4 4.3% 70 91 21 30.0%

96 133 37 38.5% 105 113 8 7.6%

119 127 8 6.7% 95 106 11 11.6%

708 659 -49 -6.9% 465 574 109 23.4%

2,563 2,589 26 1.0% 1,815 2,014 199 11.0%

5,092 5,100 8 0.2% 3,584 3,887 303 8.5%
　注）１．平成30年発生件数は平成31年4月5日確定予定。
　　　２．陸上貨物運送業には道路貨物運送業及び陸上貨物取扱業を含む。
　　　３．木造家屋建設業は建築工事業の内数である。
　　　４．労働者死傷病報告（様式第23号）に基づく統計である。

業種別労働災害発生状況（休業4日以上）
千葉労働局

区 分

業　　 種

平成28年・29年の災害
【確定値】

平成29年・30年の災害（同期比）
【平成30年10月末集計】

28年 29年
対前年
増減

増減率
％

29年 30年
対前年
増減

増減率
％

製
　
　
　
　
造
　
　
　
　
業

食 料 品 製 造 業

繊 維 ・ 繊 維 製 品 製 造 業

木 材 ・ 木 製 品 ・ 家 具 製 造 業

紙 製 造 ・ 印 刷 製 本 業

化 学 工 業

電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業

そ の 他 の 製 造 業

小          計

金 属 製 品 製 造 業

一 般 機 械 器 具 製 造 業

電 気 機 械 器 具 製 造 業

輸 送 用 機 械 器 具 製 造 業

林            業

建
　
設
　
業

土 木 工 事 業

建 築 工 事 業

木造家屋建設業(内数)

そ の 他 の 建 設 業

小          計

飲 食 店

ゴ ル フ 場 の 事 業

清 掃 ・ と 畜 業

取

扱

業

運

輸

貨

物

運 輸 交 通 業

陸 上 貨 物 運 送 業

港 湾 荷 役 業

小          計

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業

鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 製 造 業

漁            業

卸 売 業

医 療 保 健 業

ビ ル メ ン テ ナ ン ス 業

旅 館 業

鉱            業

上 記 以 外 の 事 業

社 会 福 祉 施 設

公 園 ・ 遊 園 地

合  　　　　　　計

そ
　
の
　
他
　
の
　
事
　
業

小          計

小 売 業






